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特記事項（判断に際し重要な基準）

看護師の業務範囲（療養上の世話）
状態が不安定であるなど、医師の指示のもとで医療的視
点での連続した観察が必要

看護補助者の業務範囲（療養生活上の世話）
状態は安定しており看護師の指示のもとで生活視点での
観察が必要

メモ

Step2看護師のアセスメントに基づく指示責任　ワークショップ用フレーム

　自職場の特殊性から眺めて、検討しておきたい業務を取り上げ、考えてみましょう。

Step2看護師のアセスメントに基づく指示責任　ワークショップ用フレーム

その他


